
 

 

第１号様式（第３条関係） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの  

名 称 
子どもと家庭に関する総合相談 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を 

つ か さ ど る 組 織 の 名 称 

子ども家庭部子ども家庭支援センター 

個人情報ファイルの  

利 用 目 的 
子どもと家庭に関する相談に応じ、必要な支援を行う。 

記 録 項 目 

1 氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日・年齢、5 本籍・国籍、6 電話番号・

電子メールアドレス、7 職業・職歴、8 学業・学歴、9 資産・収入、10 課

税・納税状況、11 公的扶助、12 続柄・親族関係、13 婚姻歴、14 家族状

況、15 居住状況、16 健康状態、17 病歴・通院歴、18 障害、19 相談内

容、20 外国人登録番号、21 パスポート氏名、21 犯罪の経歴 

記 録 範 囲 0 歳から 18 歳未満の子どもとその家庭 

個人情報を取り扱う  

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法  
本人、家族からの聴取、及び関係機関からの聴取、書面

による情報提供 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
無 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）子ども家庭部子ども家庭支援センター 

（所在地）八王子市東町 5-6 クリエイトホール地下 1 階 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考 

・平成 31 年 2 月 7 日第 125 回八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会におい

て本人外収集及び本人通知の省略について諮り、認める旨の答申を得た。 

・育児支援家庭訪問事業及び、支援対象児童等見守り委託事業に係る個人情報を

含む。 



 

 

第１号様式（第３条関係） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

  

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
ショートステイ・トワイライトステイ 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

子ども家庭部子ども家庭支援センター 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
利用の申請手続きに関すること 

記 録 項 目 

１氏名 ２識別番号 ３住所 ４性別 ５生年月日  

６続柄・親族関係 ７職業 ７課税・納税状況  

８メールアドレス ９電話番号 10 家庭状況  

11 健康状態 12 公的扶助 13 障害 

記 録 範 囲 申請者本人とその家族 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ■ 有   □ 無    

記録情報の収集方法 申請者本人 

要配慮個人情報の有無  ■ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）子ども家庭部子ども家庭支援センター 

（所在地）八王子市東町５－６ 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 □ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   □ 無 

 ■ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
親子ふれあい広場 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

子ども家庭部子ども家庭支援センター 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

八王子市親子つどいの広場のスタッフ、利用者、ボラン

ティア、講師等と利用・相談の管理のために利用 

記 録 項 目 

１氏名 ２住所 ３性別 ４生年月日 ５電話番号 

６相談の内容 ７助言の内容 ８紹介先 ９記入者 

10 スタッフ   

記 録 範 囲 利用者、スタッフ、講師 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ■ 有   □ 無    

記録情報の収集方法 利用者の登録申請書、スタッフの業務日誌 

要配慮個人情報の有無  ■ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）子ども家庭部子ども家庭支援センター 

（所在地）八王子市東町５－６ 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 □ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   □ 無 

 ■ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

  

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
親子つどいの広場 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

子ども家庭部子ども家庭支援センター 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

八王子市親子つどいの広場のスタッフ、利用者、ボラン

ティア、講師等と利用・相談の管理のために利用 

記 録 項 目 

１氏名 ２住所 ３性別 ４生年月日 ５電話番号 

６相談の内容 ７助言の内容 ８紹介先 ９記入者 

10 スタッフ   

記 録 範 囲 利用者、スタッフ、講師 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ■ 有   □ 無    

記録情報の収集方法 利用者の登録申請書、スタッフの業務日誌 

要配慮個人情報の有無  ■ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）子ども家庭部子ども家庭支援センター 

（所在地）八王子市東町５－６ 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 □ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   □ 無 

 ■ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  

  

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
ファミリー・サポート・センター 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

子ども家庭部子ども家庭支援センター 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
会員登録（依頼会員・提供会員）とサポートの記録 

記 録 項 目 

１氏名 ２住所 ３性別 ４生年月日 ５続柄 

６職業 ７資格 ８メールアドレス ９電話番号 

10 家庭状況 11 健康状態 12 サポートの内容  

記 録 範 囲 登録者本人とその家族 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ■ 無    

記録情報の収集方法 申請者本人、提供会員の活動記録 

要配慮個人情報の有無  ■ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）子ども家庭部子ども家庭支援センター 

（所在地）八王子市東町５－６ 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ■ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ■ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  


